
別表（第４条関係）

助成整理区分 チェック欄

 ①町内会均等割  小地域福祉ネットワーク活動実施町内会 7,500 円 ☑

 ②世帯構成員割

1 ～ 100 世帯 15,000 円 □

101 ～ 300 20,000 □

301 ～ 500 25,000 □

501 ～ 1,000 30,000 □

1,000 ～ 35,000 □

 ③福祉委員人数割

3 人 3,000 円 □

6 6,000 □

9 9,000 □

12 12,000 □

15 15,000 □

18 18,000 □

21 21,000 □

24 24,000 □

27 27,000 □

      901～ 30 30,000 □

備考　１　助成額が各整理区分に基づき①＋②＋③の各単価を合計した額を交付する。

　　　２　福祉委員割の助成単価は、基本的に1,000円/１人による。

　　　３　福祉委員の上限は、35世帯に１人を助成額算出基礎とする。なお、福祉委員

　　　　　人数割において、実際の人数がこの上限の人数より下まわるときは、その実

　　　　　数をもって助成の対象数とする。

※計算式　①　7,500　　＋　②　　　　　　　＋　③　　　　　　　＝　　　　　　　円
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